
姫 監 公 表 第 1 号 

平成２５年１月２５日  

 

 

姫路市監査委員 井 神   曉 

同       小 林 茂 信 

 

 

住民監査請求（政務調査費の返還に係る法定利息の不足につ

いて）に係る監査の結果について  

 

 

平成２４年１１月３０日に受付した地方自治法第２４２条第１項の規定

に基づく住民監査請求に係る監査の結果を、同条第４項の規定に基づき、次

のとおり公表します。 
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第１ 監査の請求  

 

１ 請求人 

姫路市 廣野 武男 

 

２ 請求年月日 

姫路市職員措置請求（住民監査請求「政務調査費の返還に係る法定利息の

不足」。以下「本件請求」という。）に係る請求書は、平成２４年１１月３

０日に提出されました。  

 

３ 請求人の主張  

本件請求書に記載された請求の内容は、次のとおりです。（原文のまま

掲載。但し、個人名及び団体名は伏字に変えています。） 

請求の趣旨 

○○○○姫路市議会議長が政務調査費を２５１，１００円を違法に使

用したとして平成２４年１１月１日に○○○○議長が所属する会派○○

○○○○○○が姫路市に全額返還したが、法定金利の未納が１７円あり、

その額を○○○○議長が所属する会派○○○○○○○○が姫路市に返還

させることを求める。  

請求の理由  

○○○○市議会議長が政務調査費２５１，１００円を違法に使用した

としてその額を姫路市に返還させることを求める住民監査請求書が平成

２４年１０月２３日に姫路市監査委員に提出した。  

姫路市監査委員はこの住民監査請求書を収受したが監査の実施の判断

をする前に○○○○議長が所属する会派○○○○○○○○が平成２４年

１１月１日に姫路市に全額を返還したが、その際姫路市は法定金利の徴

収漏れがあった。その法定金利の返還を求める住民監査請求書が平成２

４年１１月６日に姫路市監査委員に提出した。これについても姫路市監

査委員が監査の実施の判断をする前に○○○○議長が所属する会派○○

○○○○○○が平成２４年１１月９日に法定金利として７，４０９円を

姫路市に返還した。  

而して、法定金利の利息計算に間違いがある。  

「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」第２５条「前各条の規

定による改正後の規定（他の法令の規定において準用する場合も含む。）

に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約



2 

 

金、割増金、納付金及び延滞利息その他法令で指定するこれらに類する

ものの額の計算につきこれらの法律の指定その他法令の規定に定める年

当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当りの割

合とする。」と規定されている。  

つまり、○○○○○○○○が返還した７，４０９円の利息計算は分母

が３６６日としており、分母を法律の規定による３６５日で計算すると

１７円の不足が生じる。よって、その不足額１７円の返還を求めるもの

である。 

よって、地方自治法第２４２条第 1 項の規定により、別紙事実証明を

添え、必要な措置を講じることを求める。    

 

４ 事実を証する書面 

請求人は、事実証明書として、次の各書面を添付しています。  

(1) 平成２４年１１月１６日付公文書公開決定通知書の写し  

(2) 上記(1)により監査委員から公開された政務調査費返還に係る公文書

の写し 

  ア 政務調査費返還金の納入通知書兼領収書 

イ 政務調査費返還金に対する法定利息の納入通知書兼領収書  

５ 監査執行上の除斥 

本件請求の監査については、議員のうちから選任された長谷川任武委員

及び坂本学委員を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」

という｡）第１９９条の２の規定により除斥としました。  

 

６ 請求の受理 

本件請求は、自治法第２４２条第１項に規定する要件を具備しているも

のと認め、平成２４年１２月５日に受理しました。  

 

 

第２ 監査の実施 

 

１ 監査の対象事項 

本件請求に係る政務調査費２５１，１００円（以下「本件政務調査費」と

いう。）に対する法定利息（以下「本件法定利息」という。）として納入さ

れた金員７，４０９円（以下、「本件納入済利息」という。）に不足額が生

じており、市長がその返還請求権の行使（財産の管理）を怠ったことによ

り、市に損害を与えているかどうかについて、監査することとしました。 
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２ 監査対象部局 

議会事務局を監査対象部局としました。  

 

３ 請求人の証拠の提出及び陳述  

請求人に対し、自治法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２４年１

２月１７日に証拠の提出及び陳述を行う機会を与えました。  

それに基づき、追加の証拠書類として、次の書面の提出がありました。 

(1) 平成２４年１１月２１日付公文書公開決定通知書の写し 

 (2) 上記 (1)により議会事務局から公開された政務調査費返還に係る公

文書の写し 

ア 平成２３年度政務調査費返還に係る決裁及び添付資料（当該政務調

査費に係る政務調査費支出書、領収証書、成果物）  

イ 平成２３年度政務調査費返還に係る調定書  

ウ 平成２３年度政務調査費返還に係る収入内訳書（平成２４年１１月

１日収入分収入リスト） 

エ 政務調査費返還金の納入通知書兼領収書  

(3)上記(1)によって議会事務局から公開された政務調査費返還に対する

法定利息に係る公文書の写し 

ア 平成２３年度法定利息に係る決裁   

イ 平成２３年度法定利息に係る調定書  

ウ 平成２３年度法定利息に係る収入内訳書（平成２４年１１月９日収

入分収入リスト） 

エ 法定利息の納入通知書兼領収書 

 (4) 姫路市市税条例の一部（利率等の表示の年利建て移行に関する条例

（抜粋）） 

  (5) 例規一覧（姫路市介護保険条例、姫路市後期高齢者医療に関する条

例及び姫路市臨床研修医奨励金の貸与に関する条例施行規則）  

また、請求人が陳述を行い、次のとおり本件請求の補足説明を行いまし

た。 

(6) 政務調査費は、市の補助金であるので、その返還請求権は私法上の

債権でなく、行政上の債権(公法上の債権)である。 

(7) 姫路市市税条例、姫路市介護保険条例や姫路市後期高齢者医療に関

する条例では、閏年の場合であっても３６５日当たりの割合とすると
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規定されている。 

(8) 当該法定利息の不足額１７円の計算式は次のとおりである。  

２５１，０００円×５％×２１６日／３６５日  

＝７，４２６．８４円  

７，４２６円－７，４０９円（本件納入済利息）＝１７円 

 

４ 監査対象部局の陳述  

平成２４年１２月１７日に、議会事務局長ほか関係職員による陳述の聴

取を行いました。 

なお、陳述の要旨は、次のとおりです。  

 (1) 利息の金利は、民法第４０４条の規定により年５分で計算されてい

る。 

(2) 利息の日割計算は、民法第１４３条第１項の規定により暦に従って

年３６６日当たりの割合で計算されている。  

(3) 利息計算の期間は、政務調査費交付条例第８条第２項で定める政務

調査費支出書により確認された支出日（平成２４年３月３０日）の翌

日（同年３月３１日）から、納入のあった日（同年１１月１日）であ

る。 

よって、議会事務局としては適正なものと認識している。  

 

５ 監査の実施 

監査対象部局に対して、関係書類及びその他の記録等の提出を求めると

ともに、関係職員からの事情聴取も実施しました。  

 

 

第３ 監査の結果  

 

１ 事実関係の確認 

⑴ 本件政務調査費の返還について  

ア 関係部局である議会事務局総務課の説明によると、本件政務調査費

の返還に係る経緯等は以下のとおりです。  

・平成２４年３月３０日に  ○○○○○○○○  (以下「同会派」とい

う。 ) 所属の○○○○議員が政務調査のための費用２５１ ,１００円

（市政報告資料作成費１４９ ,１００円、郵便切手代１０２ ,０００円）

を支出し、同会派は同議員に政務調査費として、同日に同額を同議員
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に交付した。  

・平成２４年１１月１日に同会派から、「会派として当該費用につき政

務調査費以外での支出と決定したので、当該政務調査費の支出を修正

し、返還したい。」との申し出があり、議会事務局総務課が同日に同額

の納入通知書を発行し、同日中に同会派が金融機関に納入した。  

   ・政務調査費は会計年度末において一括して精算する方式をとってい

るため、会計年度終了後に政務調査費収支報告書等の修正、変更等の

届出規定が設けられておらず、同会派から文書の提出や報告は受けて

いないが、返還にかかる書類は、当該年度の最終的な収支がわかるよ

うに、収支報告書等に添付している。     

イ 議会事務局総務課は当該政務調査費返還金２５１ ,１００円を、会計

年度が終了していたため、平成２３年度（過年度）の支出である本件

政務調査費の歳出科目への戻入（返還）手続きができず、平成２４年

度（翌年度）歳入の「諸収入・雑入・その他雑収入」として平成２４

年１１月１日に収入していることを調定書、収入関係決裁等関係書類

により確認し、同収入関係決裁等に本件政務調査費に係る政務調査費

支出書の写し等が添付されていることを確認しました。  

 

⑵ 本件納入済利息について  

ア 関係部局である議会事務局総務課の説明によると、本件納入済利息

に係る経緯等は以下のとおりです。  

・平成２４年１１月９日  同会派からの申し出により、議会事務局総務

課が同日に先に返還された２５１ ,１００円の利息相当額  ７ ,４０９円

の納入通知書を発行し、同日中に同会派が金融機関に納入した。  

・当該法定利息相当額は、私法（民法）上の債権による収入であるので、

民法の諸規定に基づき、政務調査費返還金２５１ ,１００円に対して利

息計算したものである。  

（４  監査対象部局の陳述  参照）  

・法定利息計算（日割り計算）において、利息計算期間が閏年にあたる

ため民法第１４３条第１項の規定に基づき１年を３６６日（閏年）とし

て計算されている。  

・利息計算期間の起算日は、政務調査費支出書の写しを確認すると、

同会派が同年３月３０日に公金として本件政務調査費を支出していた

ので、民法第１４０条の規定に基づき同日の翌日となっている。  

イ 議会事務局総務課は、本件納入済利息を平成２４年１１月９日に歳
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入科目「諸収入・雑入・その他雑収入」で収入していることを、調定

書、収入関係決裁等関係書類により確認しました。  

 

⑶ 政務調査費返還に係る根拠法令について  

ア  自治法  

自治法に特段の規定はありません。  

  イ  条例  

    本市条例の規定は次のとおりです。  

姫路市議会政務調査費交付条例（平成１３年３月２８日  条例第１号。 

以下「交付条例」という。）  

（政務調査費の返還）  

第９条 政務調査費の交付を受けた会派が、その年度において交付

を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において市

政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控

除して残余があるときは、当該残余の額を毎年４月３０日までに

市長に返還しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、議員の任期が満了した場合において、

交付を受けた政務調査費に残余があるときは、会派の代表者及び

経理責任者であった者は、当該残余の額を任期満了の日から３０

日以内に市長に返還しなければならない。  

３ 第１項の規定にかかわらず、議会又は政務調査費の交付を受け

た会派が解散した場合において、交付を受けた政務調査費に残余

があるときは、会派の代表者及び経理責任者であった者は、当該

残余の額を解散した日から３０日以内に市長に返還しなければ

ならない。  

 

＜参 考＞  

（交付の方法）  

第４条 政務調査費は、各四半期の最初の月に、当該四半期に属す

る月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期

が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分を交付

する。  

（収支報告書等の提出等）  

第８条 政務調査費の交付を受けた会派は、規則で定める政務調査

費収支報告書を作成し、議長に提出しなければならない。  
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２ 政務調査費の交付を受けた会派は、政務調査費の支出に係る領

収証書等の証  拠書類を添付した規則で定める政務調査費支出

書を作成し、規則で定めるところにより保管するとともに、その

写し (添付された証拠書類の写しを含む。以下同じ。 )を議長に提

出しなければならない。  

３  第１項の規定による政務調査費収支報告書の提出及び前項の

規定による政務調査費支出書の写しの提出 (以下「収支報告書等

の提出」という。)は、前年度の交付に係る政務調査費について、

毎年４月３０日までに行わなければならない。  

４ 前項の規定にかかわらず、議員の任期が満了したときは、会派

の代表者及び経理責任者であった者は、任期満了の日から３０日

以内に収支報告書等の提出を行わなければならない。  

５ 第３項の規定にかかわらず、議会又は政務調査費の交付を受け

た会派が解散したときは、会派の代表者及び経理責任者であった

者は、解散の日から３０日以内に (議会が解散したときは速やか

に )収支報告書等の提出を行わなければならない。  

  ウ  規則  

本市規則に特段の規定はありません。  

エ  民法（明治２９年４月２７日法律第８９号）  

政務調査費返還に関連する民法の主な規定は次のとおりです。  

第４１２条（履行期と履行遅滞）  

第７０３条（不当利得の返還義務）  

 

⑷ 政務調査費返還金に対する法定利息に係る根拠法令について  

ア  自治法  

自治法に特段の規定はありませんが、請求人が例にあげている延滞金

についての規定は次のとおりです。  

第２３１条の３（督促、滞納処分等）  

イ  条例  

     本市条例に特段の規定はありませんが、請求人が例にあげている姫

路市市税条例、姫路市介護保険条例及び姫路市後期高齢者医療に関す

る条例の延滞金についての主な規定は次のとおりです。  

 ・姫路市市税条例（昭和２５年８月１２日条例第２４号）  

参考 利率等の表示の年利建て移行に関する条例（昭和４５年１０
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月８日条例第３７号） 

(年当りの割合の基礎となる日数) 

第９条 第１条、第３条から第５条まで、第 7 条及び前条の規定に

よる改正後の条例の規定に定める延滞金の額の計算につきこれら

の条例の規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間につ

いても３６５日当りの割合とする。  

・姫路市介護保険条例（平成１２年３月２９日条例第４７号）  

    （延滞金 ) 

第７条第４項 

 第 1 項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間に

ついても３６５日当たりの割合とする。  

・姫路市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年３月２６日条例第

１号） 

(延滞金) 

第５条第４項 

 第 1 項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間に

ついても３６５日当たりの割合とする。  

  ウ  規則  

本市規則に特段の規定はありません。  

    エ  民法  

政務調査費返還金に対する法定利息に関連する民法の主な規定は次

のとおりです。  

第８９条（果実の帰属）  

第１４０条（期間の起算）  

第１４３条（暦による期間の計算）  

第４０４条（法定利率）  

第４１５条（債務不履行による損害賠償）  

第７０４条（悪意の受益者の返還義務等）  

第７０９条（不法行為による損害賠償）  

 

⑸ 「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」等について  

    請求人が摘示している閏年における利息計算関係法令である、利率等

の表示の年利建て移行に関する法律（昭和４５年４月１日法律第１３号  

以下「年利移行法」という。）第２５条では、「前各条の規定による改正

後の法律の規定（他の法令の規定において準用する場合を含む。）に定
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める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、

割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するもの

の額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当

たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合

とする。」と規定されています。  

同法の立法趣旨は、利率等を日歩建てで表示している法律の規定を一

括して年利建ての表示に改めるものであり（昭和４５年３月３日第６３

回国会大蔵委員会 同法提案理由説明）、対象としている法律は、国税通

則法、地方税法、土地収用法、道路法、農地法等の５８の法律です。  

また、同法の施行に伴い同法第２５条及び関係法の規定に基づき「利

率等の表示の年利建て移行に関する政令（以下、「年利移行令」という。）

が制定され、対象政令として所得税法施行令、法人税法施行令、地方税

法施行令等が列挙されています。  

 

⑹ 閏年における利息の計算について  

本件納入済利息の利息計算において、利率は法令に特段の規定がな

いため、民法第４０４条規定の年利（５％）で定められることとなり、

民法第８９条第２項の規定により日割りで計算されています。  

利率が年利で定められる場合、民法第１４３条第１項で「週、月又

は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦によって計算する。」

と規定されています。  

１年の日数は平年（３６５日）と閏年（３６６日）で違うので、利

息計算の起算日から数えて年の途中で計算をしなければならない場合、

「閏年を３６５日として扱うこととする」など当事者間での合意があ

るときや法令に特段の規定があるときを除き、その計算方法が問題と

なります。  

暦にしたがって利息計算をする場合、その期間が平年の中にある場

合には３６５日、閏年の中にある場合は３６６日で計算する考え方（以

下「暦年閏年説」という。）や利息計算期間の起算日を基準として、向

こう 1 年間の中に２月２９日を含む場合には３６６日、含まない場合

には３６５日で計算する考え方（以下「２月２９日基準説」という。）

があります。  

 

⑺ 裁判判決（裁判所判断）について  

本件請求に関連すると考えられる政務調査費の返還や遅延損害金に係る

裁判判決（裁判所判断の抜粋）は次のとおりです。  
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ア 東京都品川区政務調査費等事件（平成２１年１０月１６日  東京地

方裁判所判決。以下「東京地裁判決」という。）  

  「政務調査費は地方自治法及び条例において特に定められた交付金

であり、その目的、内容等に照らすと、政務調査費の交付は公法上の

原因に基づくものということができ、このような公法上の原因に基づ

いて交付された金員の返還を内容とする不当利得返還請求権は、公法

上の債権であるというべきである。」  

イ   弘前市政務調査費返還履行請求控訴事件（平成２３年５月２０日 

仙台高等裁判所判決。以下「仙台高裁判決」という。）  

「本件条例（弘前市議会政務調査費交付条例）には、交付を受けた

政務調査費に残余がある場合の返還義務を定めた規定はあるものの、

その返還時期について明確に定めた規定はない。しかし、収支報告書

の提出期限を定める本件条例の規定及びその趣旨に照らせば、本件条

例は、残余金の返還時期については、確定期限（政務調査費の交付に

係る年度の翌年度の４月３０日）又は不確定期限（議員でなくなった

日から３０日以内）を定めているものというべきである」  

「不当利得返還請求における附帯請求（遅延損害金）の起算日は、

政務調査費の交付を受けた年度の翌年度の５月１日と認めるのが相当

である。」   

以上、仙台高裁判決では、弘前市に対して、違法な政務調査費を支

出した議員に不当利得の返還及び遅延損害金（法定利息）を請求する

ことを命じるとともに、既に政務調査費を自主的に返還した議員に対

しても、５月１日から自主返還日までの遅延損害金を請求することを

命じています。  

なお、平成１９年４月の弘前市政務調査費返還請求住民訴訟控訴審

判決においても仙台高裁判決と同様の判断がなされており、同控訴審

判決は、最高裁判所が平成１９年１０月２６日、原告の上告を棄却し、

上告審として受理しないことを決定したことにより確定しています。  

エ 神戸市焼却炉談合損害賠償控訴事件及び同附帯請求事件に係る請求

異議事件（平成２２年１０月１３日神戸地方裁判所判決。以下「神戸

地裁判決」という。）  

  「遅延損害金の計算方法に関して、民法第１４３条等の関係法令の

文言から２月２９日基準説と暦年閏年説のいずれの見解を採用すべき

かどうかを決することは困難であり、両説ともそれぞれ合理的な理由

がないとはいえず、いずれの見解に従って遅延損害金の計算法を行う
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べきかどうかを直ちに決することはできない。」  

 

２ 判断 

⑴  年利移行法及び年利移行令の適用について  

ア  年利移行法及び年利移行令の適用を受ける利息債権について  

請求人が主張する本件法定利息の計算の年当たりの割合（３６５日）

についての根拠法令である年利移行法においては、その適用を受ける法

律が限定列挙されており、同法の施行に伴い制定された年利移行令にお

いてもその適用を受ける関係政令が列挙されています。  

このような規定の仕方からすれば、同法及び同政令の適用を受け、「年

当たりの割合が、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割

合」となる利息債権は同法及び同政令や条例、規則を含む関係法令に利

率等の定めのある公法上の利息債権に限られると解するのが相当です。 

また、「利率等を日歩建てで表示している法律の規定を一括して年利

建ての表示に改めるもの」とする同法の立法趣旨からみると、現行の公

法上の利息債権全てについて、同法が適用または準用されるものではな

く、同法施行（昭和４５年４月）後に設けられた新たな制度により発生

した公法上の利息債権に係る閏年の日を含む期間の定めについては、同

法以外の当該制度に係る個別の法令に委ねられていると考えます。  

イ  本件法定利息の返還請求権は年利移行法及び年利移行令が適用又は

準用される利息債権かどうかについて  

本件法定利息の元本である本件政務調査費の返還請求権は、東京地裁

判決で判示されているように、公法上の原因に基づいて交付された金員

の返還を内容とする公法上の債権であるといえます。  

そして、本件法定利息の返還請求権は、仙台高裁判決で判示されてい

るように、交付条例で定められた期限までに返還されなかった本件政務

調査費に対する遅延損害金請求権であり、公法上の債権である本件政務

調査費の返還請求権に附帯する公法上の利息債権であるといえます。  

しかしながら、本件法定利息の利率や利息計算等については、法律、

政令や条例、規則等法令に特段の定めがなく、また政務調査費は年利移

行法施行（昭和４５年４月）後の平成１２年の自治法改正により新たに

制度化されたものであることから、政務調査費返還により発生する本件

法定利息の返還請求権については、同法が適用または準用される余地は

ありません。  
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⑵  本件法定利息は公法上の延滞金と同様に扱うものであるかどうかにつ

いて  

請求人は、姫路市市税条例、姫路市介護保険条例及び姫路市後期高齢者

医療に関する条例を例に挙げ、本件法定利息は行政上（公法上）の延滞金

と同様に扱うべきであると主張しているものと推察しますが、市長が歳入

（延滞金元本）を納期限までに納付しない者に対して、延滞金を徴収する

ときには、期限を指定してこれを督促し、条例の定めるところにより徴収

しなければなりません。（自治法第２３１条の３）  

先に述べたように本件法定利息については、本市条例に特段の定めはな

く、またその元本である本件政務調査費は同会派から自主返納されたもの

であり、督促を要しないものであることから、公法上の延滞金と同様に扱

うことはできません。  

 

(3)本件法定利息の計算における閏年の取り扱いについて  

本件法定利息は、利率や利息計算等について、法律や条例等法令に特

段の定めがないため、民法の規定が準用され、不当利得若しくは債務不

履行（履行遅滞）に対する遅延損害金請求権に基づき、民法所定の年５

分の利率により利息計算されるものであると考えます。また、利息計算

における閏年の取り扱いについても、法令に特段の定めがなく、本市と

同会派との間に合意もないため、民法第１４３条の規定により、暦に従

って計算されることとなります。  

暦に従って利息計算する場合、暦年閏年説で計算すると１年は３６６

日、２月２９日基準説で計算すると、本件法定利息の計算期間は２月２

９日を含んでおらず３６５日となるので、本件納入済利息は暦年閏年説

で利息計算されたものと考えられます。  

遅延損害金が年利の場合の利息計算における閏年の取り扱いについて

は、神戸地裁判決において判示されているとおり両説ともそれぞれ合理

的な理由がないとはいえず、また裁判所（民事執行部）などの公的機関

が暦年閏年説を採用している事例があることから、本市が年３６６日当

たりの割合で利息計算された本件納入済利息を適正なものとして収入し

たことについては理由があり、違法、不当であるとはいえません。  

 

(4) 本件法定利息の起算日について  

本件納入済利息は、交付条例第８条第２項で定める「政務調査費支出

書」により本件政務調査費の支出が確認された、平成２４年３月３０日
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の翌日（３月３１日）から返還された同年１１月１日までの期間につい

て計算されていますが、交付条例第９条では交付を受けた政務調査費に

「残余があるときは、当該残余の額を毎年４月３０日までに市長に返還

しなければならない」とその返還期限が規定されています。  

本件法定利息に係る返還請求権は、仙台高裁判決で判示されているよ

うに、交付条例で定められた期限までに返還されなかった政務調査費に

対する遅延損害金請求権であり、その起算日は、条例で定める政務調査

費残余金返還期限（以下、「返還期限」という。）の翌日である５月１日

と認めるのが相当です。  

さらに、同判決では、弘前市に対して、既に政務調査費を自主的に返

還した議員に対して、５月１日から自主返還日までの遅延損害金を請求

することを命じていることからみても、本件法定利息の起算日は、条例

で定める返還期限の翌日である５月１日であるといえます。  

 

(5) 本件納入済利息に不足額が生じているかについて  

本件納入済利息は、議会事務局の説明によると、本件政務調査費に対

して、その支出日である平成２４年３月３０日の翌日から起算してその

返還日（同年１１月１日）までの２１６日について、民法所定の法定利

率（年５分）、年３６６日当たりの割合で計算されています。  

先に述べたとおり、本件法定利息の起算日は、交付条例で定める返還

期限の翌日である同年５月１日であるといえることから、本件政務調査

費の返還日（同年１１月１日）までの１８５日について、民法所定の法

定利率（年５分）により、仮に、年３６６日当たりの割合で計算すると、

６ ,３４６円、請求人が主張する３６５日当たりの割合で計算すると、６ ,

３６３円となり、いずれの場合も納入された本件法定利息７ ,４０９円を

下回り、不足額は生じていません。  

 

 

第４ 結論  

   以上のとおり、本件法定利息は公法上の債権である本件政務調査費返

還請求権に付帯する遅延損害金請求権（公法上の債権）に基づくもので

あると解されますが、年利移行法及び年利移行令の適用を受けるもので

はなく、公法上の延滞金と同様に取り扱うものでもないことから、本市

が年３６６日当たりの割合で計算された本件納入済利息を適正なもの

として収入したことは違法、不当であるとはいえません。  

また、本件法定利息の起算日を交付条例が定めた返還期限の翌日であ
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る５月１日として計算したときの利息は、年３６６日当たりの割合で計

算しても、請求人が主張する３６５日当たりの割合で計算しても、いず

れの場合も本件納入済利息に不足額は生じず、本市に財産的損害は発生

していません。  

したがって、本件納入済利息に不足額が生じており、市長はその返還

請求権行使を怠っているとする請求人の主張には理由がなく、当該不足

額を返還請求する措置の必要性は認められないものと判断します。  

 

 

第５ 意見  

昨年９月の自治法改正を受けて本市においては、「姫路市議会政務活動

費交付条例（現行  姫路市議会政務調査費交付条例）」が同法の施行日と同

日に施行されますが、当該条例では「議長は、政務活動費収支報告書につ

いて必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、

使途の透明性の確保に努めるものとする」と「使途の透明性の確保」につ

いての規定が新たに追加されています。  

今後は、議長の調査の結果、使途基準に適合しない政務活動費（現行  政

務調査費）が会計年度終了後に返還される場合も考えられることから、法

定利息を含む返還金について、市民に対して明確な説明責任を果たせるよ

う、政務活動費（現行  政務調査費）収支報告書等の修正、変更などの事

務手続きを含めて適正に処理するための仕組みを確立することが必要で

あると考えます。  

なお、本件納入済利息は過納の状態となっているため、適正に事務処理

を行う必要があると考えます。  


